
令和２年度 

  南越前町社会福祉協議会事業計画  

 

Ⅰ 基本方針 

  国が推進する地域共生社会は、制度や分野の枠や「支える側」「支

えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつな

がり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らし

ていくことのできる、包摂的な社会や地域を創ることを主眼として

います。  

そして、社会福祉法には地域福祉の推進の理念が明記され、

市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨の規定がされたと

ころであり、これまでの個別支援領域における包括的支援と地

域支援を総合的に推進することとしています。  

また、複合化・複雑化した支援ニーズには、属性にかかわら

ず受け止める「断らない相談支援」、社会とのつながりを回復さ

せる「参加支援」、孤立を防ぎ、交流と活躍の機会と役割を生み

出す「地域づくりに向けた支援」を実践していかなければなり

ません。  

そこで、今後は町行政のみならず事業者や企業などと協働し、

住民等も参画した多様なサービスを開発することで、地域の支

え合い・助け合い活動をより活性化して、高齢者をはじめとす

るすべての住民が住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで

持続できる地域包括ケアシステム構築の一役を担います。  

併せて、法人運営事業はもとより介護保険事業、介護予防・日

常生活支援総合事業、地域包括支援センター事業等の健全かつ

安定した事業所運営に努めるとともに、児童館運営事業では行

政による環境整備を含め、充実した児童の健全育成事業の推進

を図ります。そして、コンプライアンスを実践したうえで、ご

利用者等に満足いただけるサービスの提供を行います。  

ついては、本会の基本理念とする「住民参加のつながりで、

共に生き、共に支え合い、共に幸せを感じることのできる、だ

れもが安心して笑顔で暮らせるまちづくり」を推進します。  

 

 

 

 



Ⅱ 事業内容 

１．法人運営事業 

 （１）法人運営の体制整備 

    ① 法人の公益性を担保できる経営組織の確立 

    ② 理事会・評議員会・評議員選任解任委員会の開催 

    ③ 苦情解決第三者委員、苦情解決責任者、苦情受付担当者の設置と運営及び制度の周知 

    ④ 研修委員会を中心とした職員の資質向上・研修体制の充実 

 （２）自主財源の確保 

① 一般会費［500円］・賛助会費［2,000円以上］・特別賛助会費［5,000円以上］の募集 

    ② 介護保険事業の備品等購入を目的とした積立 

    ③ 介護保険事業の安定した運営を目的とした積立【新規】 

 （３）情報啓発事業 

      ホームページ［http://www.shakyo.or.jp/hp/828/］等による情報提供・公開 

 （４）基金運営事業 

社会福祉基金へ寄付金の積立 

 （５）地域福祉の計画的推進 

      第３次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画に掲げる実践活動の推進 

      第４次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定【新規】 

 （６）社会福祉を目的とする事業に関するニーズ調査と連絡調整 

① 要援護者等の実情把握 

② 民生児童委員協議会等の関係機関、団体との連絡調整 

③ 市民活動、社会福祉法人、NPO法人等との協働活動の検討 

④ 社会福祉法人の地域における公益的な活動の推進 

 （７）地域住民福祉活動推進事業 

小地域見守りネットワークによる声かけ、見守り活動の推進 

 （８）利用援助・生活支援事業 

① 福祉車両［車いす乗降可能車両］貸出事業の実施 

    ② 介護機器［車いす］貸出事業の実施 

    ③ 県内社会福祉法人連携事業推進協議会への参画による「ふく福くらしサポート事業（生活 

困難者総合相談・生活支援事業）」の実施 

 （９）その他の事業 

    ① 福祉団体［老人クラブ連合会、身体障害者連合会、ひまわり会、婦人福祉協議会、赤十字 

奉仕団、母子寡婦福祉会］の活動支援 

    ② 県、町などの福祉関係諸行事への参加・協力 

    ③ その他、社会福祉協議会において取り扱うことが適切であると認められる事業 

 

２．地域福祉事業 

 （１）地域ふれあいサロン事業 

   ① 運動普及事業の実施（受託事業） 

http://www.shakyo.or.jp/hp/828/


理学療法士等の派遣【新規】 

    ② サロン会場の運営支援・協力 

    ③ サロン協力員研修会の実施 

    ④ 地域福祉教室の実施 

（２）福祉団体連合スポーツ大会の開催 

 （３）配食サービスの実施（受託事業） 

 （４）福祉総合相談事業 

    ① 福祉総合相談窓口の設置 

    ② 無料法律相談事業の実施（受託事業） 

 （５）軽度生活援助事業（受託事業） 

 （６）ボランティアセンター活動事業 

    ① ボランティアの相談、登録、斡旋 

    ② ボランティア保険の推進 

    ③ ボランティアセンター運営委員会の開催 

    ④ 災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の実施 

    ⑤ 災害ボランティアセンター連絡会の設立に向けた協議 

    ⑥ 災害時における社協相互支援協定に基づく連絡会議・訓練への参加 

 （７）つながりの輪づくり推進事業 

    ① ボランティア情報紙「マイ・ハート」の発行 

② ボランティア養成講座の開催 

 （８）地域ぐるみ福祉教育推進事業 

① 地域福祉推進校の指定 

    ② ボランティアスクールの実施 

    ③ 福祉教育に結びつけた児童・生徒募金の推進 

 

３．共同募金事業 

 （１）一般募金助成金事業 

① 一人暮らし高齢者等男性料理教室の実施 

    ② 一人暮らし高齢者等料理教室の実施［南条地区・今庄地区・河野地区］【一部新規】 

    ③ 一人暮らし高齢者等会食サービス事業の実施［南条地区］ 

    ④ 広報紙「きずな」の発行 

⑤ 身体障害者のつどいの実施 

    ⑥ 寡婦家庭・ひとり親家庭のつどいの実施 

⑦ 一人親家庭中学卒業者激励事業の実施 

⑧ 地域ふれあいサロン助成事業の実施 

⑨ 地域福祉推進校助成事業の実施 

 （２）歳末たすけあい助成金事業 

    ① 在宅介護者リフレッシュ事業の実施 

    ② 一人暮らし高齢者等歳末激励訪問の実施 

    ③ 子ども民生委員活動の実施 



    ④ 一人暮らし高齢者年賀状発送事業の実施［南条地区］ 

    ⑤ ひまわり会親子交流会の実施 

⑥ 重度身体障害者リフレッシュ事業の実施 

    ⑦ 障害者(児)・ＮＰＯ法人交流事業の実施 

    ⑧ 身体障害者寝具洗濯サービス事業の実施 

    ⑨ 地域福祉活動推進事業(公募)の実施【新規】 

 （３）緊急災害援護助成金事業 

      緊急災害見舞金の支給 

（４）共同募金運動への協力 

① 赤い羽根共同募金運動の推進協力 

② 歳末たすけあい募金運動の推進協力 

    ③ 災害義援金受付窓口の設置 

 

４．生活支援事業 

（１）生活福祉資金貸付事業 

相談窓口の設置及び関係機関との連絡調整 

（２）福祉サービス利用援助事業 

     日常生活自立支援事業の実施 

（３）生活支援コーディネート事業（受託事業） 

    ① 生活支援サービスの充実 

    ② 生活支援サービスの担い手の育成 

    ③ 生活支援体制整備事業協議体への参画 

    ④ 「お助け便利帳」の運用 

（４）介護予防のつどい事業［一般介護予防事業］（受託事業） 

      介護予防のつどい事業の実施 

 

５．児童館管理運営事業 

 （１）南条児童館管理運営事業（放課後児童クラブ ２単位）（受託事業） 

 （２）今庄児童館管理運営事業（放課後児童クラブ １単位）（受託事業） 

 （３）湯尾児童館管理運営事業（放課後児童クラブ １単位）（受託事業） 

 （４）河野児童館管理運営事業（放課後児童クラブ １単位）（受託事業） 

 （５）河野子育て支援センター運営事業（受託事業） 

 （６）民生児童委員・児童館・教育関係機関等と連携した児童の健全育成事業への参加・協力 

 

６．地域包括支援センター事業 

（１）包括的支援事業の実施（受託事業） 

（２）指定介護予防支援事業所の運営 

 

７．居宅介護支援事業 

 （１）今庄居宅介護支援事業所の運営 



    ①介護予防支援業務の実施（受託事業）【新規】 

    ②介護予防ケアマネジメント業務の実施（受託事業）【新規】 

 

８．ホームヘルプサービス事業 

 （１）ホームヘルプサービス事業所の運営 

    ① 訪問型サービスＡ事業の実施 

    ② 障害福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護)の実施 

 

９．デイサービス事業 

 （１）地域密着型今庄デイサービス事業所の運営 

 （２）地域密着型河野デイサービス事業所の運営 

 （３）通所型サービスＡ事業所の運営 

 

 

 

 

 


